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�問合せ先／内線106
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　ペットは、人の心を癒し、心を豊かにする存在と
して多くの人に飼われています。
　しかし、その一方で心ない一部のマナーに欠けた
行為が原因で、近隣とのトラブルや苦情があとをた
ちません。ペットを飼う人は愛情と責任をもって他
人に迷惑をかけない飼い方をすることが 必要です。
　飼い主の方は、ペットを飼うことの責任を再認識
してください。

�排せつのための散歩はやめて�
　散歩は動物を運動させるのが目的です。
　糞尿は基本的には自宅で済ませましょう。
　散歩中に尿をした場合は、自分の敷地ではないの
ですから消臭剤や水をかけるぐらいの気配りをして
ください。糞の場合は当然持ち帰ってください。

�ノーリードはやめて�
　散歩をさせる場合でも必ずリードは放さないよう
にしましょう。もしトラブルが起こったときは、飼
い主の管理者責任が問われます。

�最近、犬の鳴き声の苦情が増えています
　散歩をさせないで繋いだままであれば、犬にスト
レスがたまっていますので散歩をしてください。
　遊んでほしいので甘えて吠えているのであれば、
かまってやると逆効果です。
　吠えている間は無視して、なきやんだら相手をし
てやると、理解するようになります。
　異常に吠える状態が続くときは、獣医師さんに相
談しましょう。
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�年金相談
　　７日�（午後１時～午後５時　役場）
　　８日�（午前９時～午後１２時　役場）
　� 北海道社会保険事務局留萌事務所 � 0164-43-7211

�行政相談
　１２日� （午前９時～午後１２時　役場相談室）
　� 町民課総合受付係 � 62-1211（内線104）

�心配ごと相談
　２１日� （午後１時３０分～午後４時 勤労青少年ホーム）
　� 羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
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　雇用均等室では、次のような職場における男女異
なった扱いについてのご相談に応じています。

①運転手に応募しようとしたら、女性だからと断ら
　れた。

②女性は、長く勤めても管理職になれない。

③妊娠を会社に報告したら、契約社員への変更に応
　じなければ辞めてもらうと言われた。

④切迫流産で休業した直後に退職勧奨された。

⑤上司からの性的いやがらせを会社に相談したのに、
　何もしてくれない。

�厚生労働省北海道労働局雇用均等室
　電話番号　�011-709-2715
　受付時間　平日の午前８時30分～午後５時
　　　　　 （※祝日を除く）
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　道では、軽油に灯油や重油を混和するなどした不
正軽油による軽油引取税の脱税を防止するため、
７月を「不正軽油防止強化月間」と定め、不正軽油を
「売らない」「買わない」「使わない」運動を展開します。

不正軽油について、見たり聞いたりしたときは
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まで情報をお寄せください

�次のような情報をお待ちしています
・灯油や重油をトラックなどの燃料に使っているようだ。
・不審な施設（場所）にタンクローリーが出入りしている。
・あやしい業者が燃料の売り込みをしている。
・給油後、異常にエンジンのかかりが悪くなったり、
　燃費が悪くなった。

�下記のＥメールアドレスでも情報を受付ています。
r u m o i . z e i m u 1@p r e f . h o k k a i d o . j p

�問合せ先／留萌支庁総務部税務課
　　　　　（� 0164-42-1511 内線 2387）
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�期日／７月２日�～７月３日�

�日程／札幌～増毛～小平～羽幌へ夕方到着
　　　　羽幌～稚内を見学～名寄～札幌
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　人づくりを行うための費用の一部を補助しま

す。今年度は、元プロ野球選手（日本ハムＯＢ）

による少年野球教室「フィールドクラブ」や漁

業の担い手になるため、研修施設において技術

取得や制度などを学ぶ「青年総合研修」事業が

補助金を受けています。

　町内に住所のある人、団体であれば、誰でも

補助金を受ける対象になります。

　皆さんのお申し込みをお待ちしています。

�経費の2/3以内で、100万円が限度です。
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�積極的かつ活力のある人づくり
�地域づくりのリーダーとして資質を備えるこ
　とのできる人づくり
�国際化社会における豊かな感性と幅広い視野
　を備えた人づくり
�地域の活性化に関連する人づくり

�上記に関する研修会の開催や参加、先進地の
　視察、団体の立ち上げなどに係る経費です。
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　講師謝礼金、交通費、宿泊費、印刷費、
　会場使用料、テキスト代など
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　ドイツ・フランス・
ブラジル・モンゴル・
中国・韓国・ブルガリ
ア・バングラデシュな
どから、北海道大学に
留学している方、約30
名が来町されます。
　小さな、そして、あたたかい一夜の国際交流をし
てみませんか。羽幌町国際交流協会では、ホームス
ティ先を一般公募しています。

�申込み・問合せ先
・国際交流協会事務局（小寺）� 62-2216
・政策推進課（� 62-1211 内線224・225）

全国植樹祭シンボルマーク募集
　第58回全国植樹祭北海道実行委員会（事務局：北海
道水産林務部）では、平成19年に苫小牧市で行われ
る全国植樹祭のシンボルマークを募集します。

�公募作品
　第58回全国植樹祭の大会テーマ「明日へ　未来へ
北の大地の森づくり」をイメージした親しみやすく
覚えやすいシンボルマークとします。

�作品規格
①日本工業規格Ａ４判用紙に、天地左右各３�の余
　白をとった範囲内にデザイン（縦横は自由）及び
　製作意図を明記するものとする。
②作品裏面には、応募者の氏名、住所及び職業を明
　記するものとする。
③作画は、コンピュータグラフィックソフト又は手
　書きによるものとし、色彩は自由とする。
�募集締切／平成17年７月29日まで
�賞　　品／採用作品には、賞状及び副賞として
　　　　　　５万円相当品を贈呈

�応募・問合せ先
　〒060-8558 札幌市中央区北３西７ 道庁別館４階
　　　　　　   全国植樹祭準備室　似鳥（にたどり）
　　　　　　   � 011-231-4111 内線 28-844
　詳細はホームページでもご覧いただけます。

ht t p : / /www . p r e f . h o k k a i d o . j p /
s r i nmu / s y o k u j u s a i / i n d e x . h tm

皆さんの皆さんのやる気やる気をを
サポートサポートしましますす
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�問合せ・申込み先
　政策推進課政策調整係（人づくり委員会事務局）
　� 62-1211 内線 224・225
　Eﾒｰﾙ  seisaku@town.haboro.hokkaido.jp


